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午前 ９時４３分 開議 

○委員長（根岸聡彦君） ただいまから平成30年第５回東大和市議会建設環境委員会を開会いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（根岸聡彦君） 初めに、30第18号陳情 小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設建設に関する

手続上の問題点について尾崎市長に市民に対し説明責任を果たすことを、東大和市議会で決議していただくこ

とを求める陳情、本件を議題に供します。 

  朗読をお願いします。 

○議会事務局次長（並木俊則君） 30第18号陳情 小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設建設に関する

手続上の問題点について尾崎市長に市民に対し説明責任を果たすことを、東大和市議会で決議していただくこ

とを求める陳情 

○委員長（根岸聡彦君） 朗読が終わりました。 

  それでは、質疑を行います。 

○委員（荒幡伸一君） まず、陳情者は、このリサイクルセンターが計画段階から建設に至る過程の中で、市長

が市民への説明責任を果たしていないと受けとめているから今回の陳情が上がってきたのだというふうに思い

ます。改めまして、この陳情趣旨の１から４に対して、市はどのような見解をお持ちなのか。それらの内容に

ついての説明責任を果たすことについては、どのような認識を持っているのかお尋ねをさせていただきます。 

○環境部長（松本幹男君） 陳情趣旨にございます４点ですね。それぞれ、まず初めに１点目の平成22年３月26

日の、小平・村山・大和衛生組合におけるごみ処理事業の適正な執行と３市共同資源物処理施設の建設につい

て抜本的な見直しを求める決議、こちらについてでございますが、当時、建設の受け入れが不可能であるとい

うことの決定をしたものでございますが、その後その決定に基づきまして組織市２市と衛生組合のほうへ、そ

の旨、私ども東大和市のほうから御説明等に上がったとこでございます。 

  この事業につきましては、将来的なごみ処理施設の、焼却施設の建て替え更新事業を見据えた事業というこ

とでございますので、それぞれ組織市と組合が協議する場をつくるということで、３市共同資源化事業推進本

部、こちらのほうを立ち上げていただきました。この３市共同資源化推進本部の中で、組織市と組合の中の４

者で話し合いを当時行いまして、その中で出た答えといいますのが、東大和市がそれにかわる代替案、そちら

を２市と組合のほうへそれぞれ示すということで、確認がされたとこでございます。 

  その後、東大和市のほうから、当時６品目を処理するということでございました。ただ、６品目をあそこで

処理するというのは非常に厳しいという状況がございましたので、２市と組合に対しまして、一部の品目につ

いて民間委託で処理することも検討に含めていただくような、そういうお願いをするというような代替案を示

させていただきました。 

  そのもとの中で協議を行ったわけでございますが、小平市及び武蔵村山市から、具体的な代替案の早期提示

の中で一番当市としてお願いができるというのが、一部の品目の民間委託というところの視野がございました

ので、そういったところで代替案を示したわけでございますが、衛生組合の当時喫緊の課題となっておりまし

た粗大ごみ処理施設の建て替え、それとあと将来の焼却施設の更新に向けたこちらの方向性を早く導かなけれ

ばいけないという、そういった大きな課題がございましたことから、東大和市としましては将来的な廃棄物処

理を円滑に進めるということを最優先し、そちらの中で容器包装プラスチックとペットボトルの２品目、こち

らのほうを共同処理するということに至ったというものでございます。 
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  次に、２点目の平成29年９月に審議されました陳情、こちらの２の陳情についてでございますが、こちらに

つきましては過去一般質問において市長のほうからも答弁がございまして、陳情につきましては最大限に尊重

をする。そうした上で判断をしていくことが必要だというふうに市長のほうからも答弁させていただいてると

ころでございます。しかし、当市におけます今後の安定的な廃棄物処理と市民生活の混乱、こちらのほうを避

けることを第一に考え結論に至ったというものでございます。 

  次に、３点目の都市計画決定の過程におけます東京都及び東大和市都市計画審議会への、２の陳情結果の報

告についてでございますが、市といたしましては都市計画決定の事務手続に当たりましては、東京都都市整備

局及び東大和市都市計画審議会、それぞれに状況については正しく御報告のほうはさせていただいております。 

  あと、最後に４点目の処理方法の変更によります費用負担ということでございますが、廃棄物の適正処理を

行うに当たりましては、どうしても施設が必要ということにはなります。そうしますと、一番大きな課題が、

その施設をつくるための用地を確保するというところが一番大きな課題となってまいります。その中では、そ

れぞれの市が協力をして適正処理を進めていく現在の一部事務組合、こちらの方法によりまして、当市の場合

進めていくことが最善であるというふうに考えております。また、予算につきましては、一部事務組合で事業

運営をしてるという部分がございますので、小平・村山・大和衛生組合議会、こちらのほうでの分担金につい

ては議決をいただいた後に、市のほうとして予算計上を毎年させていくという事務手続になっておりますので、

負担金のその辺のチェックについては組合議会のほうも関与してくるので、そちらのほうでも十分に機能とし

ては働くものというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（根岸聡彦君） ほかに質疑ございますでしょうか。 

○委員（中野志乃夫君） この問題に関しては、ずっと何回か委員会でも論議してきたところですけども、今市

側のほうの判断で多少納得も、そうかなという、できるとこもなくはないんですけども、基本的には、市民か

らすれば、こういう一連の事業に関しての、最終的に東大和市における最終決定者としては市長になるので、

市長に対してやっぱりやり方がどうだったということで、そういう聞き方になって、これはもうしようがない

と私もそう思っております。 

  ただ、例えば、私がちょっとずうっと組合議会のほうにもかかわって、いろいろ一連のやりとりを見てく上

で、確かに疑問なのは、最終的に１番に書いてあるような市議会で決議が起こった、この背景としては当然も

ともと、当時の尾又市長が議会にも諮らず、組合側のといいますか、小平市、武蔵村山市といいますか、実際

には小平市の意向に沿った廃プラ施設をつくるっていう、そういう判断をしてしまって、そこから信義則違反

だとどうとか混乱を起こしたっていうのが、まず私はやっぱり背景としてあってね、そこでの中で、まずおか

しな道へ入ったなっていうのが一つ大きくあると思ってます。 

  ただ、そのことから受けて、尾崎市長にかわって品目を減らすことで合意を得るっていう、せざるを得な

かったというのは、それも一つ決断だとは思いますけども、終始私が思ってるのは、廃プラ施設をつくること

自体でごみのね、先ほど答弁にもありましたけど、焼却施設をより減量化させて、焼却施設を大きなものじゃ

なくて縮小化するためにも、ごみの減量を図るために廃プラ施設をつくるという主張を、当初はずうっとして

たわけです。私のほうも、それは、じゃ、実際どれだけ減るんだと、具体的な数字を出してほしいと言っても

一切出さない、無視している。そういった経過があってね、最終的に数の論理といいますかね、そういったこ

とは消されてどんどん話が進んでった経過があります。 
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  ただ、その点に関しては、確かに尾崎市長云々、単独で決めたことじゃないことは明らかで、最終的には組

合議会の中でいろんな、明らかにおかしいなと思うことがどんどん多数決で、小平市さんを中心に、あと武蔵

村山市さん中心に、東大和市議会のほうでも当初は意見大体一致していましたけど、後半からちょっと今意見

が分かれるとこになってますけども、そこで話が進んでますから、本当になかなかいかんともしがたい状態が

続いてるのが現状だと思ってます。 

  ここで私がちょっと聞きたいのは、市として、やはりどれだけ組合側に対して、やっぱりその内容がおかし

いんじゃないかと言えたのか。その辺の実態ですよね。例えば現実問題、廃プラ施設をつくって、今もう建設

が始まってますけども、ごみの減量化には直結しないわけですよ。ほとんどですね、量的には、つくったから

焼却施設を減らすような量のレベルじゃ全然ない。ほとんど変わらない。つくったとしても、ごみの減量に

なってないから焼却施設の影響はないし、民間委託は当初東大和市でやってたような民間に委託するのはよく

ないから、公共でやんなくちゃいけないってことをずうっと主張してて、話がいつの間にか、公共でつくった

らその先は民間委託しますみたいなね、また都合のいい話にすり変わってきたりとか、一連、あれっと思うよ

うなおかしなことが何度か多々あったわけですね。 

  その都度、やはり市としては、市側としてはそういった内容は変更してきてること、ちょっと納得いかない

ことに対してどれだけいろんなこと、物言いができたのか、また、それに対しての対応はどうだったのかを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○環境部長（松本幹男君） 組織市として、東大和市が組合に対して、どのような形で物事をきちんと伝えてい

るかというところかと思うんですが、私ども、一部事務組合でごみの適正処理を行ってはいるものの、だから

といって全部を組合に任せっ切りというわけには当然いかないというふうに、そこは思っております。最終的

には、分担金という形でかなりの金額の支出がございますので、そういったところの中では、この３市共同資

源化事業におきましても、先ほども申し上げましたが、確かに平成22年６月のときにそういった東大和市の事

情というのはあったわけでございますが、そこはきちんと２市に足を運びまして、東大和の現状をお話しした

上で、何とか組合も入れた中で調整の場をつくっていただきたいということで、３市共同資源化推進本部とい

う会議、こちらは組織市の副市長、部長、それと衛生組合の助役、局長が入った中での会議がきちんと持たれ

て、その中で、本当に今後どうしていったらいいのかという議論の中で、現在の東大和市の市域を見たときに、

なかなかそういう施設を設置するという場所はもうないというのが実情でございますので、そういった中で、

最大限何が市として協力できるかというところで、代替案を示したというとこでございます。 

  その後、３市共同資源化事業の基本構想を作成したわけですが、その中においても、市として計画をつくる

に当たっては、かなり言いたいことは正直言わせていただいております。例えば最近の例でいきますと、この

前の一般質問にもございましたが、今月12月15日に第１回目を迎えるという仮称の運営協議会というものを開

催─連絡会、失礼いたしました。連絡会を開催するというふうにしていた、こちらも、最終的にはその対

象とする範囲が半径200メートルということで、なぜだということで、それはこちらも意見を言わせていただ

いております。組合のほうでは、小平の中島町での協議会があるので、そちらとのバランスをとりたいという

ことに最終的にはなったわけですが、ただ、東大和市としてはできればそこは、当時の協議会が半径800メー

トルという範囲でやっていたというのもございますので、極力東大和市の状況に見合ったような会議にしてい

ただきたいということ等も述べさせていただいてるとこでございます。 

  ただ、事あるごとにいろんなことは言わせていただくわけですけれど、そこは私どもが言わなければ、やは
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り誰が言うんだというところもございますので、そこは市民の皆さんに、これをお願いします、あれをお願い

しますばかりではなくて、やはりそこをお願いするに当たってきちんと説明ができるように事務を進めていく

ためにも、私どもがおかしいところについてはおかしいということは言わせていただくなり、要望も述べさせ

ていただいてるとこでございます。 

  今後につきましても、組合ほか組織市２市に対しましても、やはり協力を求めるところ、もしくは内容とし

て、よりこのほうがいいんじゃないかとか、そういうことについては引き続き意見のほうは述べさせていただ

きたいと考えております。 

  以上です。 

○委員（中野志乃夫君） 基本的に物言いはしてるということですけども、ただ基本的なとこでね、ちょっとこ

の認識はどうかってちょっと伺いたいのは、廃プラ施設をつくるときに、組合議会の中で私も随分いろいろ言

いましたけども、今ね、もう時代が変わって、昔みたいにプラスチックを燃やすとそれがダイオキシンを云々

という時代ではなくなって、逆にそのエネルギーで発電を行うとかね、そうした大規模な焼却炉に関して国の

補助金も出るという段階になって、そういう時代も変わってきてるっていうところでね、ここでこういう施設

をつくるよりは、今までどおり民間委託によって廃プラというかな、そういうプラスチック製品、ペットボト

ルは当然生かせるものは生かすっていう形ですけども、ほかのものは焼却していくっていうことのほうがより

合理性があって、将来的なことを考えれば問題ないんじゃないか。 

  逆に言うと、今ね、今後私もすごい心配なのは、これをつくった途端に、今中国がもうプラスチック製品、

日本がもうばんばんやってて、それがあるからこういうことをつくってリサイクルしますみたいに言ってまし

たけど、中国がもう受け取り拒否ですから。それ自体で市場が大混乱してる。はっきり言って、廃プラのいろ

いろそういうもので固めて、容リ協会のほうに持っていくと言って、そこを通していろいろ各大工場といいま

すか、そういうとこでそれを再利用とかいってやってますけども、大半ほとんどは中国に流してたものが行か

なくなったと。そのことによって、もうどう処理すんのって。それだったら最初から燃やしたほうがいいじゃ

んって。いいじゃないかっていうかな、そういうことも今論議が始まってるようなね。もともと危惧してたこ

とがまさに的中してるような状況があります。 

  だから、本当にタイミング悪いことに、こんなときにこんなものをつくってどうすんだってのが当然あるん

ですけど、市として、やはりそういった提案はやっぱり持てなかったのか。私なんかとしては、議会ではいろ

いろ言いましたけども、やっぱり市として将来的にこれどうなのかと、そういう判断。逆に、あと市のほうに

対して組合側としては、一部ちょっと言った言わないって論議になってますけど、そうなったら組合を出てっ

てもらうみたいなおどしというか、そういうことでやっぱし妥協してしまったのか。やはりどう考えても、私

は小平主導のこの一連の動きというのはね、明らかにおかしいし、結局今のこういう焼却施設をつくる、また

廃プラに対する対応にしても、本当にちょっとずれてることは否めないわけですよ。その辺をどれだけ説得っ

ていうか言って、その辺はどういう見解を持って臨んだのか、ちょっと再度その点はお聞きしたいと思います。 

○環境部長（松本幹男君） プラスチックの焼却というのは、確かに委員がおっしゃいますように、一つの手法

として当然あるというふうに思っています。以前から、23区の例をとれば半分は焼却してるというのが実情で

ございますので、焼却がいけないという時代ではないというふうには思っております。 

  ただ、衛生組合のほうで、ごみ焼却施設を更新するに当たりまして、今後、今の時代に見合った交付金も受

けて施設をつくるというのがございますので、発電設備を備えるために、どうしても建物の軀体面積が大きく
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必要となるというのがありまして、ごみ焼却施設の更新時の検討の中では、灰溶融の施設は設けないってこと

だけは決まっていたというのが実情でございます。そうしますと、灰溶融を設けない施設ということでありま

すので、そうしますと、現在日の出町へ運んでいっても埋め立てをしてるわけではなく、エコセメント化して

るという状況もあるので、あとはそちらとの兼ね合いの中で搬入量が既に超過しているという現状を優先して、

下げていこうというところで、プラスチックについて焼却の選択をとらないというようなところがございまし

た。 

  それと海外の関係で、プラスチックも確かに数年前からいろいろな話題にはなってるわけですが、それらも

考えますと、現在当市の場合、容器包装リサイクル法のルートに乗せてるというのがございますので、そう

いった意味では、容器包装リサイクル法のルートを、継続してきちんと国内で循環をさせるという形は引き続

きとっていけるのではないかなというふうには考えております。 

  あと、いろいろ当市も組合には意見は述べさせていただいてるわけですが、最終的には、そこはどうしても

東大和市だけの施設を運営していくわけではないというところがございますので、そこは妥協してるわけでは

なく、協力をしてるというところで私どもは考えております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 陳情趣旨に基づいて幾つか伺います。 

  １については、この決議があって受け入れ不可能を庁議で決定をして、その後代替案をつくってっていうふ

うに、この後進んでったんだという御説明でした。 

  それから２つ目について、最大限尊重するという立場なんだっていうことでしたけれども、この陳情理由の

中で、東京新聞の記者に、３市で協力し建設に向けて粛々と進めたいと市長がコメントしたというふうに書か

れていますけれども、この陳情が採択された日、それから市長がコメントを発した日はいつなのか伺います。 

○環境部長（松本幹男君） 市長がコメントを出したのは私も存じ上げておりますが、今の御質疑の中で、具体

的にいつ市長がコメントを出したかっていうような日付については、現在持ち合わせておりません。 

  以上です。 

  今、委員のほうから、採択をした日だということですので、私が申し上げたかったのは、市長のコメントを

出した日がいつかという御質疑だったと思っておりますので、そういった意味では、いつ市長がコメントを出

したかって日付まではわかってないということで、述べさせていただいたところです。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） この陳情が、都市計画決定手続中止を求める陳情が採択をされて、市長がコメントを発

するまでの間に庁議でこのことが議論をされて、議会の意思はこういうことだけれども、しかしやはり重要だ

ということで市長のコメントが発せられるという経過なのか。それとも、庁議などは経ずに採択されて、市長

の判断でこういうコメントが出されているのか伺います。 

○副市長（小島昇公君） 庁議でそれが付議されてということにつきましては、その採択があった以後、そうい

うことはなかったというふうに認識してございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 私は市議会の決─陳情採択を最大限尊重するという立場で市長が臨まれるっていう

ことであれば、やはりそこは改めて庁議に付して意思を明確にするという過程は最低限必要だったのではない

かというふうに思うわけです。その点では、そういう過程を経ていないということですから、これはもう市長
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がきちっとその判断について説明をされるということは求められるんではないかというふうに思います。 

  それから、３つ目の都市計画決定に際して東京都と協議をしていって、この委員会での採択や本会議での陳

情採択を報告しなかったって書かれていて、それから都市計画審議会でも報告しなかったというふうに書かれ

ていますが、先ほどの答弁では報告したように答弁されたと思うんですけれども、そこら辺の、これは事実の

問題なので確認したいと思います。 

○ごみ対策課長（中山 仁君） 都市計画決定に当たりましてということと、あと東京都の報告、連絡というよ

うなところでございますが、まず東京都のほうの担当部局のほうには、私のほうから委員会が終了した後、こ

のとき平成29年９月15日、こちらにおいて私のほうから報告のほうはさせていただいてはおります。そのとき

にもお話はいろいろさせていただきました。 

  続きまして、本会議という話のところでございます。９月22日、こちらにおいて連絡のほうは東京都のほう

にさせていただいております。 

  続きまして、都市計画審議会のほうにつきましては、前回のこちら、建設環境委員会のほうで、私のほうで

付議というか報告はしていないというお話をさせていただきましたが、その後に会議録確認させていただいた

ところ、きちんと報告はさせていただいてたということで御報告させていただきます。 

  済みません。以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） そして４点目ですけれども、費用負担の問題で、先ほど組合議会、予算は組合議会で決

めるっていう話もありましたけれども、それは当然のことですけれども、市民にとって、３市市民それぞれに

とってですけれども、ここでいえば東大和市民の負担に係る問題ですから、東大和市独自の責任として、これ

は明らかにしてくということは当然だと思いますけれども、その点についての見解と、その点で市としてどの

ようなことをやってきたのかっていうことを伺います。 

○環境部長（松本幹男君） 今後、費用負担というところにつきましては、今までと同じでございますが、組織

上、先方も一部事務組合ということで特別地方公共団体になりますので、私どもといたしましては、そちらを、

規約をつくった中で事務の一部を出してるという部分がございますので、まずは一部事務組合の分担金となり

ますと、それぞれ当該一部事務組合の組合議会において議決をまずはするという。それを受けて、組織市各市

というのは予算化をしていくというのが基本的なルールでございますので、当市におきましては組合議会で議

決された負担金額、そちらのほうを毎年度当初予算に計上をさせていただく中で、そこはきちんと明らかには

できるものと思っております。 

  また、うちのほうで出しております廃棄物広報誌紙「ごろすけだより」の中でも、今決算ということで毎年

１回掲載をさせていただいておりますが、そこの工夫も一つ加えることで、そういった市民周知というのが今

よりは図れるというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 今の御説明だと、毎年毎年予算組んで、それに基づいて市としても衛生組合の負担金を

決めていくと。これは当然のことだと思うんですけれども、しかしこれだけ問題になって、13億って言ってた

建設費が26億に膨れ上がって、今後まだそれでおさまるのかどうかってのもまだわからない状況のもとで、こ

の点での不安が大きいのは当然のことだと思います。 

  その点でいうと、この施設をつくることによって建設費用、それからランニングコストも含めて、大まかな

財政的スキームなしで進めているっていうことなんでしょうか。今の説明だと、そういうスキームがないかの
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ように聞こえるんですけれども、それ見通しなしでやるってことは、私はあり得ないと思うので、そういうス

キームをきちっと市民に示して説明するっていうことがここで求められてることだと思いますが、その点はい

かがなんでしょうか。 

○環境部長（松本幹男君） 財政スキームでございますが、現在のところ、市民の皆様へ御説明を行っている部

分については、建設契約が終わりましたので建設費ということの費用、それとランニングコストがどのぐらい

かかるかというところについては、今までの市民説明会等の中では２億から２億4,000万円というふうに見込

んでいるというところのフレームでお話をさせていただいておりますが、今後につきましては、来年４月から

施設が稼働いたしますので、具体的には組合議会の中でその財政スキームをまずは明らかにするというのが第

一段階でございますので、予定できますのは来年２月に開催されます衛生組合の組合議会、そちらの中で各市

の分担金というものも議案として提案をされる予定でございますので、その中で財政スキームは明示されるも

のと認識しております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 形式的にはそうなると思うんだけど、今の説明を聞いてると市民の皆さん不安になると

思うんですよね。何かこういう事業に踏み出すのに、細かいところはともかく、大まかな市民の負担がどうな

るのかっていうことがわからないまま、踏み出しているかのように聞こえるわけですよね。 

  だけど、それでは踏み出せないと思うので、やはり一定のそういうものを踏まえて、市としてもこの衛生組

合の中でこういう事業を一緒に進めていくということになってると思うんです。その点について私は伺ってる

んですけども。 

○環境部長（松本幹男君） そこは委員がおっしゃるように、何もない中で進めてるということはないわけです

が、ただ現時点では、事務手続上正確な数字という、対外的にお出しできるものというものがないというとこ

で、御理解いただければと思っております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 私はそれではやはり、ここで求めている説明をきちっとするということにはならないん

ではないかと思います。 

  それで、いろいろ伺ってきましたけれども、この資源物中間処理施設の建設にかかわる陳情はずっと議会に

も出されているわけです。それで、私はやはり、市民にきちっと説明をして理解を得た上で進めるということ

を、一度４団体で確認したにもかかわらず、２カ月８回の説明だけで、これは無理だっていうんで市民説明を

投げ出してしまって、とにかくやるんだという姿勢に転じたことが、こうしたきちっと説明をして進めるべき

だっていう陳情が出されてくる背景に、やはりあるというふうに考えざるを得ません。この点で、市民の理解

をこの事業が得られているという認識を持っているのかどうか。それから、得られていないのではと考えてる

のであれば、やはりこれらの点についてきちっと今後も説明していくという真摯な姿勢が市に求められている

というふうに考えますが、その点についての見解を伺います。 

○副市長（小島昇公君） 施設をつくるときに、全ての市民の皆さんの賛同を得られれば理想でございますが、

必ずしもそういうケースというのは少なくて、やはり賛成の方もいれば反対の方もいるということだと思って

おります。そういう中では、市民のかなりの割合の皆さんの一定の理解は得られているというのが、市の考え

でございます。 

  以上でございます。 
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○委員（尾崎利一君） 周辺住民の方々の理解は得られていないっていう認識はこれまで示していたと思います

が、そういう点について、今後きちっと説明をし理解を得る努力を進めるという点での市の考え方を再度確認

したいと思います。 

○副市長（小島昇公君） 同様に、周辺にお住まいの市民の皆様の中にも反対の方がいらっしゃると、引き続い

てという強い反対の意見があるということも認識してございます。そして、なるべく多くの皆さんに御理解を

いただきながら進めたいという基本的な考えは、従前からお答えをさせていただいてるとおりでございますの

で、４月から施設稼働するわけでございますが、その後も周辺の皆さんの御意見を聞く機会を必ず設けるよう

にということで、市長も会があるごとに小・村・大の中で発言をしておりますし、私どもも常々そのことだけ

は周りの市民の方の意見だったり御理解をいただく努力だったりを惜しまないようにという発言をしておりま

す。そして、施設につきましては、周りの方が安心して、御迷惑を極力少ない施設にするようにというのは、

引き続きチェックをしていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 先ほど中野委員のほうからありました、12月15日に開かれますけれども、運営協議会で

すか。これが半径200メートル以内っていうことで、これまでの800メートルから大幅に縮められてしまったと

いうことについて、東大和市としては意見は言ったんだっていう答弁ありました。 

  ただ、前の協議会のときも、当初200メートルで提案をされ、周辺住民の方々の意見があって800メートルと

いうふうになったという経過もあるわけですし、何よりもこれは東大和市内につくられる施設なわけですから、

やはりそこは東大和市が頑張って、これからでも800メートル以内っていうことで主張し、そういう形で進め

ていくということでやるべきだっていうふうに私は思います。その点で、これからでも努力していただきたい

と思いますが、その点について伺います。 

○環境部長（松本幹男君） 今、運営連絡会のお話がございましたが、そこについても、私どもは今後その会が

どのような形の内容で進行されるのかというところも、きちんと私どもが思い描いてるような形できちんとい

くのというところも見ていかなければいけないというふうに考えておりますので、今後もやはり市内、桜が丘

に施設ができるわけでございますので、そこはいろんな意味でやはり気づいた部分、気がついた部分、また声

が上がってきた部分については、きちんと組合のほうには届けてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（二宮由子君） １点だけ確認させていただきます。 

  陳情の趣旨の中の３番の、先ほど尾崎利一委員からの質疑があったように、その中の御答弁の中で東京都に

対しては都の担当者への報告はされていると。また、都市計画審議会も報告はされているというふうな御答弁

だったと思いますけれども、その都市計画審議会にいつごろ報告されたのかというのとあわせて、都市計画審

議会委員の皆様の何か御意見があるようでしたら、その内容を伺いたいと思います。 

○ごみ対策課長（中山 仁君） 実際いつやったかというお話ですが、平成29年11月８日、こちら都市計画審議

会開かれておりまして、その中でお話のほうはさせていただいております。御意見については、今資料がござ

いませんが、なかったというふうに記憶はしております。 

  以上でございます。 

○委員長（根岸聡彦君） ほかに質疑ございますでしょうか。 

○委員（中野志乃夫君） 先ほど私も言ったのは、この間の経過ね、市に対して正直な、変な言い方ですけど多
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少同情する余地は当然あるんですけども、市のこの間の組合議会とのやりとりの中で。だけども、やっぱし今

この廃プラ施設がこれから稼働する。当然これはやっぱり市民全体の問題として考えるべきだし、つまり稼働

したものの、私の予想では必要性がなくなっちゃうと思うんですよ、恐らく。つまり、こんなものつくって、

だけども結局、先ほども言ったように国際情勢ですね。そういうリサイクルするためのいろいろな国際的な環

境が変わってきちゃった。ペットボトル集めてリサイクルします。当然、それはほとんどがペットボトルに

なってない。ほかのものとして利用されてることもほとんど市民は知らないし、それさえも結局大半は中国が

引き取ってくれて、それでほかのものにかわってるとかね、そういった中で、それさえも今国際的には封じら

れてきてだめになってしまった。最終的には、そうしたら何やかんやいって溶融化するにしてもガス化するに

しても、結局燃やすっていう選択に来ちゃうわけですよね。 

  そうした中で、恐らくこれの作業が幾らやってても、最終的にこれだけ無駄な経費かけて、じゃあ、さっき

も出ましたけど、区内のように結局は最初から燃やしたほうがより効率的だし、そもそもプラスチック製品は

原油の一番使えないような部分をね。もとはでも原油ですから、結局よく燃えるものですからね。そういう利

用の仕方でいいんじゃないかということに、私はなる可能性も十分あるのでね。そういったことも踏まえてと、

さらにもう一点、その現状どうするのかって将来的なこと考えるのと同時に、焼却炉本体にしてもいまだ、確

かに恐らく組合でも質問しても全然、最終的に幾ら費用かかるか全然出さないですよね、答えを出さない。も

しかしたら本当にわかってないのかもしれないし、そういういいかげんな形で進めてる可能性は十分あるわけ

ですよ。 

  今出されてる金額だって莫大な金額、焼却炉ですよ、ね。莫大な金額で、さらにこれが上乗せされる可能性

も十分あってね、やはりそれは市民に対する過大な負担になるのは明らかなんでね。やはりそれをどう阻止す

るかっていう、そういう視点を持ってないと、本当に結局ずるずると、小平市さんが自分とこでまた焼却炉つ

くってくれるっていう、全てそれがあるから東大和も武蔵村山もそれに、じゃ、しようがない、お願いしま

しょうみたいので、ただそれに引きずられて妥協してくようなやり方ではもうだめだ。私はちょっとあえて、

議会でも言いましたけども、うちの市だって国有地、考えたら使えないことはないんだから。そういった提案

したっていいぐらいなことを踏まえて、やはり小平市さんも、ちょっと私からするとかなり強引な、小平市さ

んだけ都合がいいような今の３市の組合の運営の仕方そのものも、やはりきちっとおかしいという姿勢を持っ

てほしいと思うんですけども、その点はどうでしょうか。言えるのかどうかわかんないけども。 

○副市長（小島昇公君） この委員会の中で委員さんからそういう意見があったということは、ぜひお伝えして

いきたいと思いますし、市としての立場は、発言ができる機会では発言をしていきたいと。ただ、小・村・大

の組合もございますので、各市から派遣された議員さんがその市の意向を議会の中で発言をしていただいた中

で、一定の結論を見てくというルールには従うということだと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（根岸聡彦君） ほかに質疑。 

○委員（荒幡伸一君） ちょっと私も一点だけ、説明責任ということに対してお聞かせいただければというふう

に思います。 

  まず市長は常々、職員に対して説明責任を果たすよう指示をされているというふうに伺っておりますけども、

また議会でもそのようにおっしゃっておりますので、今後もこの機会を捉えて市民と向き合い、説明をしてい

くというお考えがあるのかどうか、これは間違いがないのかお聞かせいただけますでしょうか。 
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○副市長（小島昇公君） 今お話がございましたように、市長は説明責任が最も大切だというふうな認識を強く

持って職員には指示しておられますので、この案件だけでなくて、なるべくじゃなくて、タイムリーな時期に

適切な内容を皆さんにお知らせをしていくということで進めていきたいと。 

  事、資源物の中間処理施設につきましては、やはり先ほど来のお答えとちょっと重複するとこはございます

が、８万6,000人市民の廃棄物処理、こちらを継続的かつ安定的に処理していく上で必要不可欠という命題の

もとに進めてきたところがございますので、３月末には施設が完成する予定でございますが、稼働した後につ

きましても、お答えは重複いたしますけども、組合の管理者とともに市長は責任を持って安全な、周辺の皆さ

んに御迷惑を極力最小限に抑える、なるべくゼロに近い安全な施設運営になるように、周辺の皆様の御意見に

は耳を傾けるとともに、適切な情報はお出しをしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（根岸聡彦君） ほかに質疑ございますでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（根岸聡彦君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（根岸聡彦君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  これより自由討議を行います。 

○委員（荒幡伸一君） 先ほど御説明をいただいた内容につきましては、私どもの主張は市側とは異なりますけ

ども、どのような違いがあっても市民に対して、特に近隣住民に対して市長が説明責任を果たすことは当然の

ことであり、機会を捉えて説明に努めていただきたいというふうに思っております。 

  説明責任を果たすという意味では、今陳情には賛同できるものでありますが、陳情趣旨では東大和市議会で

決議をするということを求めております。決議がなければ説明できないものだというふうには、私は思ってお

りません。市長が説明責任を果たすことは当然であり、市としてもそのように対応していただきたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 今、決議を上げなくても説明責任を果たすのは当然だと、それは当然だと思います。た

だこういうことが求められているというのは、先ほども言いましたけれども、やはり理解を得た上で進めるっ

ていう、約束をね。これは同じ意見だと思いますけれども、したにもかかわらず、２カ月８回の説明で強行に

転じてしまったというところがあるがゆえに、やはりきちっとした決議を上げて、姿勢を正して説明責任を果

たしてほしいという陳情になってるというふうに思うんですよね。 

  だから、やはりそういうこじれがなければこういう陳情は出てこないわけで、やはりそのこじれをどうする

のかという点で、やはり議会としてきちっとそれは求めてく必要があるんじゃないかというふうに思います。 

○委員長（根岸聡彦君） 自由討議を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（根岸聡彦君） 御異議ないものと認め、自由討議を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔発言する者なし〕 
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○委員長（根岸聡彦君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（根岸聡彦君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  30第18号陳情 小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設建設に関する手続上の問題点について尾崎市

長に市民に対し説明責任を果たすことを、東大和市議会で決議していただくことを求める陳情、本件を採択と

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（根岸聡彦君） 起立少数。 

  よって、本件を不採択といたします。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時３９分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時４７分 開議 

○委員長（根岸聡彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（根岸聡彦君） 次に、30第19号陳情 ちょこバス事業に関する陳情、本件を議題に供します。 

  朗読をお願いいたします。 

○議会事務局次長（並木俊則君） 30第19号陳情 ちょこバス事業に関する陳情 

○委員長（根岸聡彦君） 朗読が終わりました。 

  それでは、質疑を行います。 

○委員（荒幡伸一君） まず陳情趣旨にあるように、立川バスや西武バスに使えるシルバーパスで、ちょこバス

に無料で乗車できるのか。また無料で乗車できるようにした場合、どのようなメリットとデメリットがあるの

か教えていただけますでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） シルバーパス制度は東京都の福祉保健局の制度でございまして、東京都のシル

バーパス条例に基づいた制度でございます。そちらのほうでは、市町村の運営するコミュニティバスが適用除

外されております。ちょこバスについては、今現状、東京都のこの条例に基づいてシルバーパスを適用するこ

とができません。したがいまして、現状ではシルバーパスをお見せいただいても御乗車するってことはできま

せん。 

  今、委員さんの御質問で、仮に適用させた場合どういうメリット、デメリットというお話がございましたけ

れど、メリットとしましては、お客様からすればただで乗れるようになるということなので、お客様側から見

れば、ただで乗れるというメリット、バスの乗車人数は恐らく上昇するだろうというふうには思ってます。デ

メリットとしましては、これはあくまでも東京都のシルバーパス条例に基づいて、東京都の福祉保健局からバ

ス協会を通じて補助金が入るようなシステムになっておりますけれど、その前提がない─東京都の補助金

の前提がなくお客様をシルバーパス適用してお乗せするということは、現状、今運賃をお支払いいただいてお

乗りいただいてるお客様が、ただで乗るというようなことに等しいものですから、市の収支率が非常に悪く
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なって、そのバランスが崩れていくと。将来的には、持続可能なコミュニティバスとしてやっていくことに危

惧するものでございます。 

  以上です。 

○委員（荒幡伸一君） これは以前から我が党で主張してることでございますけども、運転免許証を返納した高

齢者に、５枚なり10枚なりの無料乗車券を配布すると。もしくは免許返納後期間を決めて、無料でこのちょこ

バスに乗車することができるようにするなど、まずはちょこバスに乗っていただき、この便利さを実感しても

らうことで利用者の増加を図り、比較的交通事故の多い、高齢者の運転免許証の返納率のアップにもつなげて

いくことができるというふうに思うのですけども、このような施策についてはどのような検討がなされたのか

お尋ねをさせていただきます。 

○副市長（小島昇公君） やっぱり高齢者の方の車の事故というのは、逆走だったりいろんな事故が全国で起き

てるという状況もございますので、今回のシルバーパスの適用とはちょっと次元違うかと思いますけども、高

齢者の方が安全に移動するために、免許証を返納するということ。それに伴う代替措置として何かいいことが

あるかなというのは、まだこういうことをするというところまでは全然煮詰まってございませんけども、検討

の余地はあるのかなと思っております。 

  以上でございます。 

○委員（荒幡伸一君） そのほかに、市として利用客の増加を図るためにどのような施策を検討してるのか教え

ていただけますでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） 市のほうでは今現在、将来の利用者の育成ということで小学生を休みの期間中、

運賃現金50円で乗れるようなことに取り組んでおります。また、子供のころからちょこバスに親しんでいただ

くということと、その保護者の利用促進ということを目的に、今年度環境市民の集いでちょこバスの車両を展

示しまして、西武さんから子供さんの運転手の制服と帽子をお借りして、家族で写真を撮れるような、そうい

う取り組みも行っておりまして、比較的好評を得ておりました。そういったことでＰＲをしております。 

  また、ことし９月ごろですか、往復ルートのほうが全くの新しいルートでございましたので、その周知とい

う意味も込めまして、往復ルートの一部のルートの沿線に、コミュニティバスのちょこバスのパンフレット

「ご利用案内」というのがございまして、これを沿線の方にお配りして御利用をお願いするような、そんなよ

うな取り組みを行っております。 

  以上です。 

○委員（二宮由子君） 先ほど、シルバーパス条例で適用外だというような御答弁もあったと思うんですけども、

他市の状況、要するにその地域のコミュニティバスでシルバーパスをお持ちの方が無料で御乗車できる他市の

状況を伺いたいと思います。 

○都市計画課長（神山 尚君） シルバーパス導入の近隣市の状況でございます。コミュニティバスを導入して

る市は、多摩地域26市のうち23市ございます。そのうちシルバーパスが使えない市は13市ということで、使え

る市よりも多い現状です。 

  使える市が10市ほどございます。この10市のうち８市につきましては、古い時代からシルバーパスの適用を

受けていたということで、最近では適用が受けられなくなってしまってるんですけど、その受けられなくなる

前からやってるような市でございますけど、それが８市ほどございまして、この市につきましては、東京都か

らの補助金をバス協会を通じて得ているような状態です。10市のうちの２市につきましては、都の補助金を得
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ることなく、要するに市のほうの負担で、シルバーパスをお見せいただければただでお乗せしてるような状況

でございます。 

  以上です。 

○委員（二宮由子君） そうしますと、一応８市は都補助を受けて、２市は都補助なしで市の持ち出しでという

んでしょうか、やってらっしゃるということなんですけど、都補助なしでの２市というのは、政策的に市民の

方の御利用、そして皆さんが御利用していただきたいという思いと、あと事業収入もそれで減ってしまうにも

かかわらず、それを取り入れていらっしゃるということなんですけど、そうすると、ずっと運行可能な、要す

るに当市でいうと、収支が少ないにかかわらず持ち出しが多くなってしまうと、なかなか運行の継続は難しい

と思うんですが、その辺の判断を２市は、運行基準としていろいろと取り組まれてるとは思うんですが、その

２市に関してはそれでも出して皆さんに御利用されて、市からの持ち出しが多くなるにもかかわらず継続して

その事業は続けるということでよろしいんですよね、もちろんね。ちょっとごめんなさい、変な言い方なんで

すけど、確認なんですけど。 

○都市計画課長（神山 尚君） シルバーパスを補助金なしで御利用しているという、２市ございますけど、そ

のうちの１市が八王子市でございます。八王子市のほうのホームページで、地域公共交通活性化協議会の議事

録というのが出ておりましたんで、ちょっとこの範囲でお答えさせていただきますと、八王子市はシルバーパ

スを適用しておりますけど補助金はもらってないと。当初、シルバーパスの利用者が大体１割ぐらいだったも

のが、ここでどんどんどんどんふえてきているというようなことで、今現状で６割ぐらいの方がシルバーパス

でお乗りいただいてると。そうしますと、補助金もなくて運賃もないという状態なので、市のバスの収入が非

常に下がっているということで、議事録によりますと、収支率が17.2％という数字です。これはどういう数字

かといいますと、運行経費のうちの17.2％を運賃で賄っていて、残りの八十数％を市の補助金、市の負担とい

うような数字でございます。ちなみに、東大和市のちょこバスは直近で31％ぐらいの収支率でございますので、

これと比べても非常に収支率が落ちていると。 

  この協議会の中でもいろんな意見がありまして、収支率が非常に悪化しているのをやっぱり課題というふう

に捉えておりまして、今後検討を加えていくような、そういう記述が見受けられます。 

  以上です。 

○委員（中野志乃夫君） ちょっと二宮委員の質疑で内容はわかりましたけど、当初シルバーパス、当初の答え

方だと、シルバーパスは絶対できないみたいに聞こえましたけども、八王子市さんのようにそういう形で、補

助金はもらわずに独自でオーケーすればできるということで、もう１市というのはどこなんですか。 

○都市計画課長（神山 尚君） もう１市は武蔵村山市でございまして、武蔵村山市は、循環バス古い歴史がご

ざいます。古い歴史があるんですけど、途中で100円バスの試行というのをやっております。１年─２年弱

ぐらいですかね。100円にした段階でシルバーパスの適用が、補助金のほうは除外されておりますけれど、そ

のまま継続してシルバーパスは使っているというふうに聞いております。 

  以上です。 

○委員（中野志乃夫君） このちょこバスも、そもそもちょっと私は当初導入するに当たったとき、大分前です

けども、前の市長のときだったですよね、たしか。それで、西武さんで云々だったけど、私は当初からこの

ちょこバスは、今出た武蔵村山市さんと共同でやるべきだなとずっと思ってたんですよ、本来は。つまり、地

域交通の不便さを解消するのは、確かに基本であってもいいんですけども、やはりこれを恒常的に利便性とか
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やる上で、やっぱし２市が協力してやることによって、より多くの経費削減する。 

  逆に言うとそんなに違いがないかもしれないけども、バスに乗る方が例えば武蔵村山市さんだったらイオン

モール、実際は瑞穂ですけどイオンモールのほうまで行けるとか、温泉ですか、かたくりの湯使えるとかね。

いろいろそういったことで使いたい方も当然いるだろうし。そういったことでやればいいなと思ってたけど、

結局は西武さんですから西武さんのほうの範疇の、しかも西武バスも入ってるから、西武さんにとっては利益

の上がるところは西武バスで回りますと、利益が上がんないとこはお任せしますみたいなね、ちょっと変な感

じになってて、どうも私は当初、駅に入るのもなかなか西武バスさんの意向でといいますか、西武バスさんの

利益を損ねるからだめみたいなね、ずうっとそういう西武さんに気兼ねするだけの、何か変なバス路線だなと

いう思いを持ってました。これは本当におかしいと思ってるし。私はね、だからこういう武蔵村山市さんの例

があって、実際100円、今も100円でやってるんですか。ちょっとそこをまず最初に聞きます。まだ武蔵村山市

さんは100円で回れるようにしてるんですか。 

○都市計画課長（神山 尚君） 武蔵村山市の運賃の経緯ですけど、最初は対距離制、距離が延びれば延びるほ

ど運賃高くなる。それを一度100円の試行を間に挟んで、現在は、今一律170円ということです。 

○委員（中野志乃夫君） 例えばね、武蔵村山市さんのそういう、これはもう本当にコミュニティバス云々以前

からやってた先駆けに近い場所ですよね、武蔵村山市さん。その辺はいろいろ分析して、実際うちの市の場合

に当てはめてやった場合どうなのかとかいろいろ、例えばさっき私が言ったような連携とかね、一緒に何かで

きないかとか、そういった検討ってしたことあるんですか。 

○都市計画課長（神山 尚君） コミュニティバスを含めまして、一緒に共同運行というようなところまで踏み

込んで検討したことは今までございませんけれど、ＭＭバスさんの回送便を市内で運行できないかとか、今、

芋窪地域でコミュニティタクシーの検討をやっておりまして、それについて武蔵村山の市域内へ入るような

ルートの検討とか、そういったことで情報提供などはしていることはあります。 

  以上です。 

○委員（中野志乃夫君） 私としてはね、そもそも今、これはもう誰が見ても明らかですけど、ほとんど空気を

運んでる状態なわけですよね。本当に乗ってる人が、たまにいると私もほっとして、ああよかったなと思うぐ

らいで、本当にもうがらがらでぐうっとバスが回ってるわけですから。それ考えたら、これはやっぱしより何

とかしなくちゃいけないってことは当然出るし、武蔵村山市さんといろいろ連携できるんだったら、本当に連

携して少しでも乗るような努力をすべきだし、私はシルバーパスで、八王子市さんの場合はすごい市域が広い

ですから、そこでシルバーパス、無料でってなったらみんないっぱい使うと。私は、でも東大和でも、この間

の答弁だとやってもいいんじゃないかと思うと、この間の答弁だと、いわゆる地域の不便性を解消するための

バスだから、福祉目的じゃないから、そういった高齢者とか障害者の割引とかそういったシルバーパスは使え

ないみたいな答弁もあったと思うんですよ。 

  だけど、本来は福祉目的な意味合いで、やっぱしもう切りかえたほうがいいんじゃないかと。少なくとも市

内をね、障害割引はあったとしても、つまり目的としては福祉目的じゃないとはっきりこの間断言して答弁が

されてるわけです。だけど、もういいかげんに福祉目的を中心にしたものとして発想して、少なくても空バス

で回すよりはやっぱし乗ってもらったほうがいいわけです。それは確かにお金は入らないかもしれない。今の

陳情のとおりになれば、その人たちの分はお金が入らないかもしれないけど、それでも利用してもらったほう

がいいわけですよ。 
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  私は、今180円だったっけ、基本的に。金額上げたやつも、私は当市の100円のほうがやっぱしより皆さんが

利用していただけるし、戻したっていいんじゃないかと。つまり、一定の金額はかかるけど、何のためにやっ

てるかっつったら、やっぱし本来は利用したい人もいるのに、値上げしたことによって、じゃ、ちょっと諦め

てっていう方も多い現状があって、おもしろいのは、おもしろいったら変な言い方ですけど、大雪降ったとき、

皆さんちょこバス乗ってました。本当に満杯状態でした、大雪のときは。やっぱりああいうときにね、本当に

困るときは利用したい人はいっぱいいるわけですよ。だけどふだんは市内でやるのに170円はいかにも高過ぎ

るんじゃないか、そういう思いもあるからなかなか使わないだけで、やっぱしある面、そのこと考えたら、少

なくとも空で回すよりはよっぽどね、料金も安くして乗ってもらって、東大和市はそういうとこに温かいと、

本当に困った人に対してとかそういったやることに温かいまちだということを思ってもらったほうがよっぽど

いいんじゃないかと思うんですけども、細かいこと言うと、例えば値下げの検討は実際この間論議したことが

あるのかとか、また、福祉目的云々という論議はしょっちゅう出てくると思うんですけど、どうしてもそれは

だめだとする根拠といいますかね、考え方としてはどうなんでしょうか。 

○都市計画課長（神山 尚君） ちょこバスの今の位置づけなんですけど、こちらのほうは道路運送法の規定に

基づく乗合旅客自動車運送でございまして、運賃を定めて不特定の方を対象にサービスを提供する公共交通と

いうことで、交通施策をつかさどっております都市計画課のほうで所管してるというような状況でございます。 

  以上です。 

○委員（中野志乃夫君） その中ではあっても、例えば運賃をもう一度下げることとか、そういったこととか論

議はなかったのか。さらに、多少武蔵村山市とはどうなんですか、より突っ込んだ話をする計画はないんです

か。共同でやるっていうよりも、もう一つあるんですけど、先ほど芋窪地域だけはちょっといろいろ検討もっ

ていう話もしてましたけど、その辺はより具体的にどういう話までなってるのか、ちょっと教えてください。 

○都市計画課長（神山 尚君） コミュニティタクシーの芋窪の関係ですけれど、東大和市が市民の皆さんと協

働で検討しているルートの一部が、その検討の対象で武蔵村山市の地域も含んでいるものですから、道路管理

者、道路管理的な部分も含めて、武蔵村山市さんに情報提供してるというようなのが現状でございます。 

  以上です。 

○委員（関田正民君） 今の武蔵村山との共同なんですが、以前、武蔵村山のＭＭバスと東大和は利用すること

で一旦決まったんです。当時私は交渉しました、私と木下さんと。それでバス停も決まりました。あとは、た

だだっちゅうわけにはいきませんので、あと東大和で武蔵村山に幾ら払うかとか、話はそこまで行ったんです

が、当時の、今の市長が企画財政部長のときです。今の藤野市長が職員のとき、当時の企画財政部長のときで

す。それで決まったんですが、その当時のうちの市長と当時の武蔵村山の市長と、何があったか知りませんが

途中で話が崩れまして、バス停はここっていうふうに決まったんです。それで芋窪の人たちも本当に喜んで、

でもやっぱり政治の世界ですから、あとは私たちは知りませんが、だからこれは本当に東大和市が芋窪の人た

ちを助けようと思うんなら、これは話が早いと思いますよ。それで、武蔵村山もただで車庫から上北台の駅へ

行くわけですから、空で。それを、芋窪の人間を乗せていけばお金になるわけですから。これは絶対お互いに

悪い話じゃないんですよ。これは実際本当のことですから、うそをこんなところで言えませんから。真剣にね、

東大和が真剣にそう思ってるなら事は早いと思います。それは努力してみたらどうですか。余計なことですけ

ど。 

○都市計画課長（神山 尚君） 今いただいたお話も含めまして、改めて武蔵村山市に問い合わせてみたいと思



 

－17－ 

います。 

  以上です。 

○委員（二宮由子君） じゃ、ちょっと質疑をシルバーパスの件に戻しまして、いろいろ伺いたいと思うんです

けども、まず先ほど伺ったときに、今の現状東大和市は収支率が31％だったというふうに御答弁があったと思

うんですけど、過去に２回ほどルートの見直しなどを行って、この陳情の資料にも都市計画課作成資料を加工

したというふうに書いてありますので、都市計画課が出された資料を、ちょっとそれを参考にして伺いたいん

ですが、例えば年度数でいうと21年度９月ルート変更、また26年度ルート運賃変更ということで、その翌年度

ですね、非常に利用人数ががくっと減ってしまったということに関して、市はどのような認識を持っていらっ

しゃるのか伺うのとあわせて、例えばこの見直しを行うに当たり、運行基準というものがあると思うんですが、

その運行基準がどういったもので、今31％ですか、収支率が。これは市の目標とされるのは大体何％ぐらいを、

収支率を目標とされてるのかというのと、あと、例えば八王子の17.2％ぐらいになってしまった場合には、市

は将来的なこと、持続可能かどうかというものを含めて伺いたいと思います、その点について。 

○都市計画課長（神山 尚君） 今、ルート改正の経緯というお話がございました。平成21年９月にルートを改

正しておりますけど、こちらのほうはさまざまな御要望に応える形で、清原・新堀地区、芋窪地区、桜が丘地

域へ乗り入れた結果、長大ルートとなりまして、１時間に１本、この便を確保できないで利便性が大きく低下

しておりました。このため利用者が減少したものと考えております。 

  平成27年２月にまたルートの改正を行っておりますけど、これは約５年半にわたりまして運行しました長大

ルート、これを廃止しまして、コンパクトな２ルートとしております。このとき同時に運賃の改定も行ってお

ります。利用者が減少していますけど、その理由は大きく２点ほど考えられると思います。 

  １点目は、運賃180円に改定をしたということでございます。近隣市の事例で見ますと、大体100円から180

円に改定した場合、乗客数20％台前半の減少というふうになっております。 

  ２点目ですけれど、利便性の低い長大ルート、こちらで５年半にわたり運行した結果、乗客が離れてしまっ

たっていうふうに認識しております。循環ルートの平成18年度、一番乗車率が高かったときなんですけど、１

日約538人の乗車がございました。単純計算なんですけど、180円に改定した場合、乗客数が他市の例で20％前

半減少したとしても、最低でも１日400人は乗車するというような計算ができるんですけど、現状では１日約

300人の乗車にとどまっておりまして、100人程度少ない結果となっております。これは利便性の低い長大ルー

トで５年半にわたり運行した結果、循環ルートの乗客が離れてしまったことが原因じゃないかというふうに

思っております。 

  それから、２点目の運行基準のお話でございまして、平成28年３月に東大和市コミュニティバス等運行ガイ

ドラインというものを市は作成しております。この中で、ちょこバスの運行基準を位置づけておりまして、目

指すものとしましては、収支率40％以上というのを目指しております。おおむね収支率が25％を下回る場合は

見直しをすると。どういう見直しかといいますと、路線の廃止とか減便とか、そういった見直しをしていくと

いうような基準をつくっております。 

  シルバーパスを仮に導入した場合どのぐらい、今お金をいただいて運賃をいただいて御乗車している方がシ

ルバーパスに転換するか、その割合に応じて収入が減って、イコール市の持ち出しがふえるというような形に

なるんですけれど、ちょっと今どれぐらい転換するかというのがなかなか見込めないものですから、仮になん

ですけど、今、市内全域を人口ベースで見まして、シルバーパスの対象となる70歳以上の方が全人口の約
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20.1％でございます。平成29年度の決算ベースでお話ししますと、乗客が15万162人おりまして、全人口ベー

スで見た20％の方がシルバーパスを御利用して、運賃からシルバーパスに転換すると仮定しますと、大体減収

が500万円ぐらいになります。 

  その収支率の関係で見ますと、平成29年度の決算をベースに試算してみますと、今現行の利用者の18％がシ

ルバーパスに転換しますと、約450万円の減収を招いて収支率が25％を切り、運行基準の25％にひっかかりま

して、見直しをするというような対象になってくると、そういうものでございます。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 幾つか伺います。 

  先ほど八王子市だったかな、収支率出されましたけど、武蔵村山市の収支率がわかれば伺います。 

  それから、料金値上げで20％台前半乗車人員が減るっていうことでしたけど、詳しい数字がもう少しわかれ

ば、二十何％なのか、大体。伺いたいと思います。 

  まずその２点を伺います。 

○都市計画課長（神山 尚君） 武蔵村山市の収支率ですけど、今公表されたものがないものですから、ちょっ

とお答えできません。 

  それから100円から180円に上げた場合の事例ですけど、これは東村山市のホームページのほうに掲載がされ

ておりまして、運賃改定前１年間の実績比較というものがございまして、お客さんが約23％減ると、収入が

31％ふえるということで、収支率は8.6％改善されたというものが資料として掲載されております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 私たちは、市民の皆さんからアンケートをとって、700人ぐらいからこのシルバーパス

問題でも書いてきてるんですけど、そのうち、100円に戻してほしいっていう人が221人、シルバーパスで乗れ

るようにしてほしいっていう方が184人、路線改善してほしいっていう方が179人、その他90。その他の中には

いろんな意見があって、路線改善に含まれるような、１時間に１本じゃなくて30分に１本にしてほしいとかっ

ていうようなことも含めて、いろんな意見があるわけですけれども、いずれにしても、このちょこバスの問

題っていうのはいろんな御意見があるっていうのがね、わかりました。それで、先ほど言った数字はまだ最終

的な数字じゃないですけども、大まかなとこでそんなような数字になってます。 

  それで、やっぱり100円から180円に８割値上げがされてね、市民の方からすれば、100円だったときならま

だしも、180円になって、路線バスと同じぐらいの値段になったのに、ちょこバスはシルバーパスが使えない

というのは、非常に感覚的にもわかりやすい話なんじゃないかなというふうに思います。その点で市はどのよ

うな考えを持たれてるのか伺います。 

○都市計画課長（神山 尚君） 今おっしゃることについてでございますけど、ちょこバスはですね、陳情理由

にもございますように、市民の足であるちょこバス、こちらを持続可能なものとしていくためには、ちょこバ

スの所管課である私どもとしましては、運賃をいただいて支えていただくということが、まず大原則であろう

というふうに思っております。そういった中で、東京都さんからの補助金もなく、実質ただでお乗せするとい

うことは、その財源の裏づけを欠くものでありますので、ちょっと軽々にはお話には乗りづらいかなというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 軽々にのっていただけたら、こういう陳情は出てこないんだと思いますけれども、私は
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乗る側から、利用する側から言えば、西武バスがある、ちょこバスがあるという中で、民間のバスがシルバー

パス使えるのに、東大和市がやっているちょこバスが使えないっていうのはおかしいんじゃないかってのは当

然の感覚だろうというふうに思います。 

  それで、先ほどシルバーパス条例で使えないことになっていて、それでも使えてる市が10市、そのうちシル

バーパス制度に乗ってる市が８市あるということですけれども、東京都議会での質疑の中でも、民間と同じよ

うな料金、初乗りがですね。民間と同じような初乗り料金を取っているところで、バス事業者と協議が調った

ところはシルバーパスが使えるようになってるって答弁を東京都はしてます。そういう点でいうと、前か後

かっていうことではなくて、市としてこの問題、西武バスと交渉して適用させると、もしくはバス協会になる

のかもしれませんけれども、そういう可能性があるっていう答弁だと思うんですよね。その点で、そういう西

武バスなりバス協会なりと、東大和市として交渉するというようなことがあったのか伺います。 

○都市計画課長（神山 尚君） 今回、西武バスに確認しております。西武バスに確認いたしましたところ、福

祉保健局の補助金の算定上、福祉保健局というのかバス協会というのか、その補助金の算定上ですね、ちょこ

バスは対象から除外されておりますので、西武バスが負担することは考えていないということでございます。

福祉保健局の既存の補助金の枠の中から、新たにちょこバスのために補助金を割くということは難しい状況だ

というふうに考えてます。 

  バス事業者の理解を得るためには、補助金総額の上積みがやはり必要になってくるんじゃないかなというふ

うには思っております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 私はこれ、先ほどの東京都の答弁を踏まえれば、市として独自に、問い合わせという程

度じゃなくて交渉もして、適用できるような取り組みを求めたいと思います。 

  いずれにしても、180円に値上げをしたにもかかわらずシルバーパスが使えないというのは、それはおかし

いってのは当然の声だって考えるわけです。先ほどアンケートで、こういう声がこれだけあるよって話しまし

たけど、ちょこバスについては、シルバーパスのことだけではなくて、運賃の問題や路線の問題、それから今

幾つかの地域でコミュニティタクシーなどについて検討されてるわけですけれども、総合的にいろんな検討が

必要だし、市民からも声が強いということだと思うんですね。その点で、シルバーパスだけではなくて、初乗

りルート等も含めて、市民の声や調査活動なども行って、総体として改善していくということが必要だってい

うふうに考えますけれども、その点での市の見解を伺います。 

○都市計画課長（神山 尚君） ちょこバスの所管課といたしましては、ちょこバスが利用しやすいバスとなる

ように、そして利用促進が進むような形での検討というのは、今後も引き続きやっていきたいと思ってます。 

  以上です。 

○委員長（根岸聡彦君） ほかに質疑ございますでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（根岸聡彦君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（根岸聡彦君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  これより自由討議を行います。 

〔発言する者なし〕 
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○委員長（根岸聡彦君） 自由討議を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（根岸聡彦君） 御異議ないものと認め、自由討議を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（根岸聡彦君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（根岸聡彦君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  30第19号陳情 ちょこバス事業に関する陳情、本件を採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（根岸聡彦君） 起立少数。 

  よって、本件を不採択といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（根岸聡彦君） これをもって、平成30年第５回東大和市議会建設環境委員会を散会いたします。 

午前１１時２７分 散会 
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